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救急・防災対策について 

 

「防災から減災へ」 

 「１９０４回」この数字は平成２０年日本国内で発生した有感地震の数です。 

毎日どこかで地震があり震度３以上も２０５回を数えます。（気象庁データーより）大き

な地震に遭遇しても「揺れが激しい間には何もできなかった」と被災者は証言していま

す。 

 マンション住戸内では家具転倒やガラスなどの破損による手足のケガが多く普段から

家具の固定と室内の整理整頓で安全な通路確保に努めて下さい。 

 地震後に停電や断水が長期化した際には日常生活にも支障をきたし特に上層階への水

運びは重労働ですのでトイレ用に汲み水や飲み水の確保は日頃から心掛けたいものです。 

 大きな災害後には携帯電話を始め通信手段もつながりにくく、万一の際には公衆電話

が比較的有効とされますが普段から複数の設置場所の確認に加えて１０円玉を数枚、非

常持ち出し袋などにご用意下さい。 

 有事の通信手段として小型の無線機やトランシーバーなど管理組合役員間の連絡用に

準備する事も有効です。 

 アイディア商品のアイテムに携帯電話に充電できる機能のあるモバイル太陽電池や

LED 小型ライト付きのホイッスルなどはもしもの時の力強い味方です。 

 

「消防計画って何？」 

マンションが完成して火災や救助に事前に書類と図面などを参考に消防車の有効な活

動確保や管理権原者（権限者とは違います）により防火管理者が選任届けされ、選任さ

れた防火管理者により地震や火災などの非常時の管理体制等（書類、図面により構成）

から消防計画が作成されていますが現況に合わないケースが多く管理権原者（所有者や

分譲マンションでは理事長など）が変更されていない事もあり建物事情を良く知る防火

管理者と消防署とのホットラインとして消防計画書は重要です。 
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消防計画は通常は昼・夜間を想定し在宅予想者の数や駐車場スペース確保によるはし

ご車の消火・救助などに加えて管理組合役員がリーダーとなる通報、初期消火、避難の

役割分担を定めて自衛組織を形成するほか駐車場利用者の車種把握も必要でいつでも移

動できる体制を管理組合が整え消防隊の進入に際してオートロック解除など玄関パスワ

ードなど事前に打ち合わせも大切です。 

 

 

 

「経年劣化の消防設備」 

 マンション内には多種多様の消防設備などがあり有事の際に消火、避難、通報など普

段の点検はとても重要ですが屋内消火栓に収容されているホースの経年劣化による破断

や老朽化した消火器の破裂事故もあり一定期間経過した設備は使用（型式失効）できま

せんので十分ご注意下さい。 

スプリンクラーの誤作動の出水事故は甚大な被害も予想されますので消防設備点検の

際にはヘッド部分の亀裂の有無を調査して貰いましょう。 

その他にも誘導灯や非常照明のバッテリーの日頃のチェックと防火戸やバルコニーに

設置されている避難器具の付近には物を置かないようにしましょう。 

マンションでの避難訓練には是非参加して消火器の使い方や避難器具による避難体験

も大切です。 

１１９番は正しく通報、目的（火災・救助・救急）目標の建物などは正確に伝えまし

ょう。 

季節柄、暖房機器を利用する機会も多くなりますので火の用心を心掛けたいものです。 
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         消防計画（防火管理）（例） 

 

 （目的） 

第１条 この計画は，消防法第８条第１項の規定に基づき，当該防火対象物の防火管理

について必要な事項を定め，火災，地震，その他の災害の予防と人命の安全，被害の

軽減を図ることを目的とする。 

 

 （適用範囲） 

第２条 この計画に定めた事項については，当該防火対象物に勤務等し，出入するすべ

ての者が守らなければならない。 

 

 （管理権原のおよぶ範囲） 

第３条 管理権原のおよぶ範囲は，         部分とする。 

２ 管理権原者は，防火対象物の管理形態等を別表１「防火対象物実態 

把握表」により把握し，防火管理者に防火管理業務を適正に行わせなければならない。 

 

 （管理権原者の責務） 

第４条 管理権原者は，防火管理業務のすべてについて責任を持つものとする。 

２ 管理権原者は，管理的または監督的な立場にあり，かつ，防火管理業務を適正に遂

行できる資格者を，防火管理者として選任しなければならない。 

３ 管理権原者は，防火管理者が消防計画を作成または変更する場合には，必要な指示

を与えなければならない。 

★４ 管理権原者は，当該防火対象物の共同防火管理協議会の構成員として，定期的に

開催される同協議会に参加するとともに協議事項を遵守し，建物全体の安全性を高め

るように努めるものとする。 

 （★の部分は，該当する場合に記載するものとする。（以下同じ。）） 
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 （防火管理者の業務と権限等） 

第５条 防火管理者は，この計画の作成および実行についてすべての権限を持って，次

の業務を行うものとする。 

⑴ 消防計画の作成および変更 

 ⑵ 自衛消防の組織に係る事項 

 ⑶ 防火安全に係る自主検査・点検の実施と監督 

 ⑷ 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備およびその立会い 

 ⑸ 避難通路，避難口その他の避難施設の維持管理 

 ⑹ 収容人員の適正管理 

 ⑺ 従業員等に対する防火教育・訓練の実施 

 ⑻ 火気の使用，取扱いの指導，監督 

 ⑼ 改装工事など工事中の立会いおよび安全対策の樹立 

 ⑽ 放火防止対策の推進 

 ⑾ 関係機関との連携 

 ⑿ その他防火上必要な事項 

 

★（防火管理業務の委託） 

第６条 防火管理業務の一部の委託を受けて行う者（以下「受託者」という。 ）は，こ

の計画に定めるところにより，管理権原者および防火管理者の指示，指揮命令の下に

適正に業務を実施する。 

２ 受託者の防火管理業務の実施範囲および方法は，別表２のとおりとする。 

３ 受託者は，受託した防火管理業務について定期的に防火管理者に報 

告する。 

 

 （予防活動組織） 

第７条 予防的活動に係る組織は，防火管理者を中心に階などを単位と して防火担当
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責任者を，また各室，火気使用箇所などを単位として火 元責任者を別表３のとおり

定めるものとする。 

２ 防火担当責任者は，次の業務を行う。 

 ⑴ 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導および監督に関すること。 

 ⑵ 防火管理者の補佐に関すること。 

３ 火元責任者は，担当区域内において次の業務を行うものとする。 

⑴ 火気管理に関すること。 

 ⑵ 自主検査表などによる建物，火気使用設備器具，電気設備，危険 

物施設および消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること。 

 ⑶ 防火担当責任者の補佐 

 

 

 （出火防止対策） 

第８条 防火管理者は，火気使用設備器具の種類，使用する燃料，構造等に応じた安全

管理に努めるものする。 

２ 防火管理者は，次の事項について喫煙および火気等の使用の制限を行うものとする。 

 ⑴ 喫煙場所を明確に指定して徹底するとともに，以下の事項を行うものとする。 

  ア 歩行中の喫煙，くわえたばこを禁止する。 

  イ 毎日終業後，不燃性の処理容器に吸殻をまとめ，水をかけて安全を図る。 

 ⑵ 火気使用設備器具等の使用禁止場所は，厨房および給湯室を除くすべての場所と

する。 

 

 （放火防止対策） 

第９条 防火管理者は，次の事項に留意して放火防止対策に努めるものとする。 

 ⑴ 廊下，階段室，洗面所等の可燃物の整理，整頓または除去を行う。 

 ⑵ 物置，空き室，倉庫等の施錠管理など第三者が入れない環境作りを行う。 
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 ⑶ アルバイト，パート，派遣などの従業員の明確化による不法侵入者の監視を行う。 

 ⑷ 死角となる場所の定期的な巡回等を行う。 

 ⑸ 休日，夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物等の整理整頓を行

う。 

 ⑹ 最終退館者は，火気および施錠の確認を確実に行う。 

 ⑺ 全従業員等に対する放火防止意識の高揚策を図る。  

 

 （火災予防上の自主検査等） 

第10条 火災予防上の自主検査は別表４により，消防用設備等の自主点検（点検基準）

は，別表５により実施する。 

２ 点検結果は，防火管理者が管理権原者に報告し，不備については改修計画を樹立し

整備する。 

３ 点検結果の記録は，「防火管理維持台帳」に編冊して整備保存する。 

 

 （避難施設等の維持管理） 

第11条 避難施設の維持管理は次による。 

⑴  避難口，階段，避難通路等には避難の障害となる設備を設けたり物品を置いては

ならない。 

 ⑵ 防火戸の付近には，常に閉鎖の障害となるような物品を置いてはならない。 

⑶ 防火壁，内装その他の防火上の構造に不備欠陥があれば，改修す ること。 

 

 （震災対策） 

第12条 防火管理者は，地震時の災害を予防するためロッカー等の転倒防止措置，看板・

広告塔等の落下防止措置等を行う。 

２ 地震時の非常用物品等を確保し，点検整備を行う。 

３ 地震が発生した場合，次の安全措置を行うものとする。 
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⑴ 地震発生直後は，身の安全を守ることを第一とする。 

⑵ 火気設備器具の直近にいる者（従業員）は，電源および燃料の遮断等を行い，防火

管理者に状況を報告する。 

⑶ 防火管理者は，二次災害の発生を防止するため，建物，火気設備器具等について点

検，検査を実施し，異常が認められた場合は，応急処置を行う。 

４ 地震時の活動は，消防計画の自衛消防組織による活動を原則とする。 

⑴ 自衛消防隊長は，建物内外の状況を把握し，必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底

させるとともに，混乱を防止するために建物内にいる在館者に適切な指示を行う。 

⑵  避難にあっては，身の安全を確保した後，           へ避難させる。 

５ 事業再開時には，建物の被害状況を把握し，身の安全を図り復旧作業を行う。 

６ 火気使用器具等の破損状況を検査し，安全であることを確認した後，使用を再開す

る。 

★７ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る事項については，

別に定める。 

 

 （工事における安全対策） 

第13条 増築等の工事を行おうとするときは，あらかじめ防火管理者は消防機関と協議

する。 

２ 防火管理者は，増築等の工事を行う場合，工事施工責任者に対して工事計画書を事

前に提出させ，必要な指示を行う。 

３ 防火管理者は，工事に立会い，火気の使用または取扱いに関する監督を行う。 

４ 工事人に対して，指定された場所以外では喫煙および裸火の取扱いをさせない。 

５ 工事人に対して，火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し，掲示させるとともに，

次の対策をさせる。 

 ⑴ 溶接，その他の火気等を使用する工事を行う場合は，消火器等を準備する。 
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⑶  塗装などに危険物等を使用する場合は，その都度，防火管理者の承認を受ける。 

 

 （自衛消防の組織等） 

第14条 消防計画に定める自衛消防組織は，別表６により編成し，災害発生時の任務は

次による。 

⑴  自衛消防隊長・副隊長 

  ア 自衛消防隊の活動を総括し，全体を指揮する。 

  イ 火災に係る情報を集約し公設消防隊に報告する。 

⑵ 通報連絡班 

  ア １１９番に通報する。 

  イ 非常ベルを鳴らすなど，在館者に災害発生を知らせる。 

  ウ 関係機関や関係者へ連絡する。 

⑷  避難誘導班 

  ア 避難口を開放し，避難経路図に従い避難誘導にあたる。 

  イ 非常警報器具等を活用し，避難口に誘導する。 

  ウ エレベーター等の使用を制限する。 

  エ 避難誘導は大声で簡潔に行い，パニック防止に全力をあげる。 

  オ 逃げ遅れた者がいないことを確認した後，すべての防火戸等を完全に閉鎖し，

火災の拡大を防止する。 

⑸  消火班 

   消火器具・消火設備等を活用し，消火活動を実施する。 

⑸ 救護班 

  ア 負傷者に対する応急処置を実施する。 

  イ 救急隊と連絡を密にして負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。 

  ウ 負傷者の氏名，負傷程度など必要事項を記録する。 
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 （従業員等の防災教育） 

第15条 従業員等に対し防災教育を次のとおり実施する。 

 ⑴ 防災教育の内容は，概ね次の項目について教育する。 

  ア 火災予防上の遵守事項 

  イ 防火管理に関する従業員各自の任務および責任の周知徹底 

  ウ 震災対策に関する事項 

  エ その他火災予防上必要な事項 

 ⑵ 防災教育の実施方法 

  ア 新入社員等採用時の研修期間中に実施する。 

  イ 毎日の朝礼時または就業時に合わせて実施する。 

  ウ その他 

 

 （従業員等の訓練） 

第16条 防火管理者は従業員等に対し，火災，地震その他の災害が発生した場合，迅速

かつ的確に所定の行動ができるように次により訓練を実施する。 

２ 訓練種別 

消火，通報および避難の訓練  

３ 訓練実施計画は（年   回）とし 

  実施時期は（   月・  月）とする。 

 

 （消防機関との連絡等） 

第17条 管理権原者または防火管理者は，消防機関との連絡を図り，次の事項について

通報または届出を行う。 

⑴  防火管理者選任（解任）届出 

 ⑵ 消防計画作成（変更）届出 

 ⑶ 訓練実施の通報「自衛消防訓練等通知書」届出 
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 ⑷ 消防用設備等または特殊消防用設備等点検結果報告届出 

 ⑸ 増築等の工事を行うときの「工事中の消防計画書」届出 

 ⑹ その他消防法令により義務付けられている届出 

 

 （その他防火管理上必要な事項） 

第18条 前条までに定めるもののほか，防火管理上必要な事項は別に定める。 
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別表１ 

防 火 対 象 物 実 態 把 握 表 

敷地全体 

収  容  人  員    名 

共同防火管理該当 該  ・  無 

防火管理業務の一部委託 有  ・  無 

建物(棟)別 

    建物(棟)№  

防 火 対 象 物 名 称  

 

１．規模・構造等 

使 用 開 始 年 月 
階 数 

用 途 延面積 
地 上 地 下 

  年    月 階 階  ㎡ 

構  造 
階 段 

  
屋 内 屋 外 

耐火 ・ 準耐火 ・ その他     本     本   

 

２．火気等の使用状況 

⑴ 火気使用状況 

 

⑵ 危険物および指定可燃物等の貯蔵・取扱い状況 

 

 

３．消防用設備等の設置状況 （設置されている設備は枠内に○を入れる） 

⑴  消火設備 

 消火器  屋内消火栓設備 

 スプリンクラー設備  屋外消火栓設備 

 （          ）消火設備   

⑵  警報設備 

 自動火災報知設備  非常警報設備（ベル・サイレン） 

 非常警報設備（放送設備）  漏電火災警報器 

 ガス漏れ火災警報設備   

⑶  避難設備 

 避難器具(          )  誘導灯 

    

⑷  消火活動上必要な施設等 

 連結送水管  消防用水 

 非常コンセント設備   

※ 同一敷地内に管理権原者が同一の棟が複数ある場合は，この表を建物(棟)ごとに記載すること。 

なお、敷地は 1 枚目のみ記載すること。 
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別表２ 

防火管理業務の委託状況 

＜         方式＞                年  月  日現在 

防 火 対 象 物 名 称 
 

管 理 権 原 者 氏 名 
 

防 火 管 理 者 氏 名 
 

受 託 者 の 氏 名 

お よ び 住 所 

 

法 人 に あ っ て は 

名称および主たる 

事 業 所 の 所 在 地 

氏名（名 称） 

住所（所在地） 

 

 

       TEL 

担当事務所 

 

       TEL 

受託者の行う防火 

管 理 業 務 の 範 囲 

 

受託者の行う防火 

管 理 業 務 の 方 法 
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別表３ 

予 防 活 動 組 織 編 成 表 

 

防 火 管 理 者 氏 名  

防 火 担 当 責 任 者 火 元 責 任 者 

担当区域（階） 
氏  名 

（職  名） 

担当区域 

（部分） 

氏  名 

（職  名） 

階  

  

           

  

階  

  

  

  

      階  

  

  

  

      階  

  

  

  

階  
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別表４        自  主  検  査  表 （  月） 

防火管理者           

日 

曜 
 

 
 

日 

検     査     項     目 

検 

査 

実 

施 

者 

避
難
通
路
等
に
物
品
が
放
置
さ

れ
て
い
な
い
か
。（
避
難
口
・
廊

下
・
階
段
・
避
難
通
路
） 

避
難
口
（
非
常
口
）
は
容
易

に
開
放
で
き
る
か
。 

防
火
戸
等
の
閉
鎖
障
害
は
な

い
か
。 

防
火
戸
等
の
自
動
閉
鎖
装
置

は
有
効
に
機
能
す
る
か
。 

ガ
ス
器
具
の
ホ
ー
ス
の
老

化
・
損
傷
は
な
い
か
。 

電
気
器
具
や
配
線
な
ど
の

老
化
・
損
傷
は
な
い
か
。 

火
気
設
備
器
具
の
異
常
は

な
い
か
。 

た
ば
こ
の
吸
殻
の
処
理
は
適

正
か
。 

終

業

時

の

火

気

の

確

認 

  

1 (  )             

2 (  )             

3 (  )             

4 (  )             

5 (  )             

6 (  )             

7 (  )             

8 (  )             

9 (  )             

10 (  )             

11 (  )             

12 (  )             

13 (  )             

14 (  )             

15 (  )             

16 (  )             

17 (  )             

18 (  )             

19 (  )             

20 (  )             

21 (  )             

22 (  )             

23 (  )             

24 (  )             

25 (  )             

26 (  )             

27 (  )             

28 (  )             

29 (  )             

30 (  )             

31 (  )             

※ 備考 良の場合は○を，不備のある場合×を，即時改修した場合は○×を記入する。 
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別表５(その１)    消 防 用 設 備 等 の 自 主 点 検 表（  月） 

防火管理者           

日 

曜 
 

 
 

日 

消火器 
自動火災 
報知設備 

非常警報設備
（ベル） 避難器具 

誘導灯 

誘導灯 

点 

検 

実 

施 

者 

設
置
場
所
に
置
い
て
あ
る
か
。 

変
形
・
損
傷
等
は
な
い
か
。 

安
全
栓
が
外
れ
て
い
な
い
か
。 

圧
力
計
が
あ
る
場
合
は
指
示
範
囲
内
に
あ
る

か
。 

受
信
機
の
ス
イ
ッ
チ
は
＊
ベ
ル
停
止
と
な
っ

て
い
な
い
か
。 

感
知
器
の
破
損
＊
変
形
＊
脱
落
は
な
い
か
。 

発
信
機
の
周
囲
に
障
害
物
は
な
い
か
。 

発
信
機
の
表
示
灯
は
点
灯
し
て
い
る
か
。 

押
し
ボ
タ
ン
の
保
護
板
に
破
損
等
は
な

い
か
。 

操
作
上
障
害
と
な
る
物
は
な
い
か
。 

表
示
灯
は
点
灯
し
て
い
る
か
。 

 

標
識
に
変
形
・
脱
落
・
汚
損
は
な
い
か
。 

開
口
部
は
容
易
に
開
放
で
き
る
か
。 

 
 

付
近
に
障
害
と
な
る
物
品
等
が
な
い
か
。 

降
下
す
る
際
に
障
害
と
な
る
物
は
な
い

か
。 

着
地
す
る
周
囲
に
必
要
な
空
地
が
確
保
さ
れ

て
い
る
か
。 

不
点
灯
＊
ち
ら
つ
き
な
ど
が
な
い
か
。 

変
形
＊
損
傷
等
は
な
い
か
。 

視
認
障
害
は
な
い
か
。 

非
常
電
源
の
機
能
は
正
常
か
。 

1 (  )                      

2 (  )                      

3 (  )                      

4 (  )                      

5 (  )                      

6 (  )                      

7 (  )                      

8 (  )                      

9 (  )                      

10 (  )                      

11 (  )                      

12 (  )                      

13 (  )                      

14 (  )                      

15 (  )                      

16 (  )                      

17 (  )                      

18 (  )                      

19 (  )                      

20 (  )                      

21 (  )                      

22 (  )                      

23 (  )                      

24 (  )                      

25 (  )                      

26 (  )                      

27 (  )                      

28 (  )                      

29 (  )                      

30 (  )                      

31 (  )                      

※ 備考 良の場合は○を，不備のある場合×を，即時改修した場合は○×を記入する。
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別表５(その２)    消 防 用 設 備 等 の 自 主 点 検 表（  月） 

防火管理者          

日 

曜 
 

 
 

日 

屋内(外) 
消火栓設備 

スプリンクラー 
設備 

非常警報設備
（放送設備） 連結送水管  

点 

検 

実 

施 

者 

使
用
上
の
障
害
と
な
る
物
品
は
な
い
か
。 

消
火
栓
箱
は
確
実
に
開
閉
で
き
る
か
。 

ホ
ー
ス
・
ノ
ズ
ル
が
適
正
に
収
納
さ
れ
て
い 

か
。 

表
示
灯
は
点
灯
し
て
い
る
か
。 

制
御
弁
は
開
放
さ
れ
て
い
る
か
。 

ヘ
ッ
ド
周
囲
に
の
散
水
障
害
は
な
い

か
。 

補
助
散
水
栓
箱
は
確
実
に
開
閉
で
き
る

か
。 

補
助
散
水
栓
の
ホ
ー
ス
・
ノ
ズ
ル
が
適
正
に

収
納
さ
れ
て
い
る
か
。 

操
作
上
障
害
と
な
る
物
は
な
い
か
。 

操
作
ス
イ
ッ
チ
類
は
正
常
な
位
置
に
あ

る
か
。 

ス
ピ
ー
カ
ー
は
破
損
＊
変
形
＊
脱
落
は

な
い
か
。 

 

送
水
口
は
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
が
容
易
に 

接
近
で
き
る
か
。 

標
識
に
汚
損
・
脱
落
は
な
い
か
。 

放
水
口
付
近
に
障
害
物
は
な
い
か
。 

     

1 (  )                      

2 (  )                      

3 (  )                      

4 (  )                      

5 (  )                      

6 (  )                      

7 (  )                      

8 (  )                      

9 (  )                      

10 (  )                      

11 (  )                      

12 (  )                      

13 (  )                      

14 (  )                      

15 (  )                      

16 (  )                      

17 (  )                      

18 (  )                      

19 (  )                      

20 (  )                      

21 (  )                      

22 (  )                      

23 (  )                      

24 (  )                      

25 (  )                      

26 (  )                      

27 (  )                      

28 (  )                      

29 (  )                      

30 (  )                      

31 (  )                      

   ※ 備考 良の場合は○を，不備のある場合×を，即時改修した場合は○×を記入する。
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別表６ 

自 衛 消 防 組 織 編 成 表 

 

１ 営業時間内等 （   時  分～  時  分） 

 

    通報・連絡班 

    班長（       ）班員（        ） 

                       以下     人                     

        消 火 班 

     班長（       ）班員（        ） 

                                    以下    人 

   避難誘導班 

     班長（       ）班員（        ） 

                                    以下    人 

        救 護 班 

     班長（       ）班員（        ） 

                                    以下    人 

    (       )班 

     班長（       ）班員（        ） 

                     以下   人 

 

 

２ 勤務人員が尐ない時間帯（   時  分～  時  分） 

     

                   通報・連絡班 

               (              )  以下   人 

                  

               消火班        

                    (              ) 以下   人 

 

                  避難誘導班 

                    (              ) 以下   人 

 

 

★夜間等無人，別表２により委託（警備会社等に委託している場合） 

 ★夜間等無人，連絡先は下記（警備会社等に委託していない場合） 

 

副
隊
長 

 

（ 
 
 
 
 
 
 
 

） 

 

自
衛
消
防
隊
長(  

 
 
 
 
 
 
 

)  

緊 急 連 絡 先             （電話        ） 

（
宿
直
責
任
者 

） 

自
衛
消
防
隊
長 
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